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川井 孝浩一級建築士　大臣登録第299188号

：消火器
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　特記無き限りGL+152とする
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株式会社 建設技術研究所

一級建築士事務所　東京都知事登録第4330号
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東松山市農林公園農産物加工体験施設等新築工事
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床:コンクリート金ゴテ押え

 壁パネル

6
0
0
5
0

50

手掛×2、錠前(4台共通錠)、引掛棒

工 事 名

図 面 名

工
事
番
号

縮
　
尺

図
　
番

路線(河川)名

東松山市農林公園農産物加工体験施設等新築工事

東松山市大字大谷地内
A3:1/100
A1:1/ 50

（南側）

2 53

 梁補助柱

 下枠

10.7φ

窓

窓

床 面 積

2.3mm

10.7φ

0.5mm

1.2mm

1.6mm

1.6mm

1.6mm

2.3mm

2.3mm

1.6mm

1.6mm

1.6mm

板　厚

構造耐力上主要な部分の部材

部　　材　　名 形　　　状

7.0φ

使用材料

JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC

塗装溶融亜鉛めっき鋼板

塗装溶融亜鉛めっき鋼板

JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC

JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC

JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC

塗装溶融亜鉛めっき鋼板

JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC

JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC

JIS A5541建築用ターンバックル胴 STKM13A

JIS G3101一般構造用圧延鋼材 SS400

JIS G3101一般構造用圧延鋼材 SS400

-85×115×26.5

-115×115×26.5

-85×145×26

-85×85

-85×85

-85×85

-336×79×20

-25×701(350.5)

-290×114

-183×79×30

-153×85×14 

JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC

JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC

後  柱（中）

梁 補 助 柱

前  柱（中）

桁　　  後

桁　　  中

ブレース

桁　    前

梁

前　　　柱

後　　　柱

中 柱（左右）

ブレース

ターンバックル

73.4

73.2

74.9

有効細長比

53.9

76.2

71.0

建築面積 （間口柱芯寸法）x（奥行柱芯寸法）

A B C

一級建築士事務所　東京都知事登録第4330号

株式会社 建設技術研究所

      一級建築士  大臣登録第299188号 川井 孝浩

工事場所

6
,
1
8
6
.
5

倉庫

平面図　S=1/50

WA-04

ドア

シャッター シャッター シャッター シャッター

求積図　N.S.

求積表

コンクリート金ゴテ押え

6.1865

底辺 高さ 面積

↓

中間ブレース

中柱(右)

前柱(中)前柱(中)前柱(中)

後柱(中)

中柱(左)

竪樋 竪樋 竪樋 竪樋

間柱(後)

 間柱(側)

1

1 5

C

A

建具リスト

壁パネル

記号

SS-1

AW-1

金物有効高

2,4412,730

2,040

有効巾数量

1 1 11

1

4

2

AD-1 1

1

材質・仕様

亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC　t=0.5
塗装溶融55%アルミニウム－

アルミ製（アルマイト仕上）

アルミ製（アルマイト仕上）

ガラス・パネル

ガラス:型板ガラスt=4

ガラス:型板ガラスt=4

AD-2

可動網戸(サランネット)

SS SS SS SS

AD

t=3

倉庫 平面図・立面図・部材表

　５通 立面図　S=1/50

（別途工事）
雨水桝400□×700H

アンカープレート 9.0mm JIS G3101一般構造用圧延鋼材 SS400

鼻  隠  し  前 0.6mm

0.5mm

0.5mm

ケ ラ バ

鼻  隠  し  後

0.5mm

0.5mm

1.0mm

1.2mm

1.0mm

板　厚

シャッタースラット

下　　　枠

間　　　柱

部　　材　　名

屋　　　根

形　　　状 使用材料

-波板鋼板88

-360×46 

-70×60 

-24×31

-14.5×71

-130×113 

-122×48 

-130×135.5 

JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC

JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC

JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC

JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC

JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC

JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC

構造耐力上主要な部分以外の部材

上　　　枠

JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC

JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC 裏打材(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑt=4)

※ABC10型消火器(ボックス:間柱固定)自主設置・申請共

建築基準法第7条による完了検査は高度環境制御型温室工事で行う。ただし調整・協力すること。

ａ

ａ’

後柱

 前柱

4
2
.
5

50

6
,
1
8
6
.
5

2
,
9
1
8

3
,
2
6
8
.
5

42.542.5

4
2
.
5

4

B

C

A

(
通
り

芯
よ
り

柱
面
ま

で
)

(通り芯より基礎面まで)

注1：建築基準法第6条による確認申請の手続きは高度環境制御型温室新築工事を含んで行っている。

注2：鍵は農産加工体験施設、直売施設と共通のグランドマスターキーを製作すること。

11,672

梁補助柱

 梁補助柱
水勾配(0.5％) 水勾配(0.5％)

1

AW

1

AW

11,672

11.672 72.208828

72.21（m2）

基礎天端

3
1
0 G.L

1310 859

6601.5

1506271.5180

　▽最高高さ
型板ガラスt=4mm

(980×687)

2
5
8
8

2
3
9
7

　▽最高軒高

有効開口巾 2,730 有効開口巾 2,730 有効開口巾 2,730 有効開口巾 2,730

2
,
4
4
1

有
効

開
口

高
さ

2
,
8
0
0

11,587

11,843

11,757

2,918 2,918

43 43

2,875.5 2,875.5

竪樋

2
,
0
4
0

6186.5

72.21m2 72.21m2

株式会社　田中工業

平 成　３１ 年　３ 月　  　 

1,360
親子ドア パネル:アルミパネル

1,360 1,360

6186.5

2
,
0
4
0

竪樋

(980×687)

型板ガラスt=4mm
　▽最高高さ

1806271.5150

6601.5

G.L
基礎天端

42.5 3268.5
（有効）

2918

アルミパネルアルミパネル

▽

▽

2

AD

ドア

消火器

自主設置
（ボックス共）

クレセント、水切

ドアクローザー
SUS製丁番×2、シリンダー錠

2
3
9
7

2
8
9
8

2
8
9
8

3
1
0

2
5
8
8



写真 
・施設全景 

 
 
・温室① 

 
 
・丘の上のカフェ 

 
 
 
 
 
 

 
 
・入口看板 

 
 
・温室② 

 
 
・遊具 

 
 
 

参考資料３：写真



○東松山市農林公園条例 

令和元年６月２８日 

条例第５号 

（設置） 

第１条 農業者に技術、情報及び研修の場を提供し、農業の担い手の確保及び

育成を行うとともに、農業を体験する機会を設けることにより余暇活動を推

進し、もって農業及び観光の振興に寄与するため、東松山市農林公園（以下

「農林公園」という。）を設置する。 

（位置） 

第２条 農林公園は、東松山市大字大谷４２１２番地１に置く。 

（事業） 

第３条 農林公園は、次に掲げる事業を行う。 

(1) 農業の体験実習及び農業への理解の向上に関すること。 

(2) 農業研修に関すること。 

(3) 農産物加工品の研究及び開発に関すること。 

(4) 地域の交流活動に関すること。 

(5) 農林公園の利用に関すること。 

(6) 前各号に掲げるもののほか、農林公園の設置の目的を達成するために市

長が必要と認める事業に関すること。 

（施設） 

第４条 農林公園に、次の施設を設ける。 

(1) 農産物加工体験施設 

(2) 研修センター 

(3) 高度環境制御型温室 

(4) 直売施設 

(5) 果樹園 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める施設 

（休業日） 

参考資料４－１：東松山市農林公園条例



第５条 前条各号に掲げる施設の休業日は、次のとおりとする。 

(1) 月曜日（当日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）

に規定する休日に当たるときは、同法に規定する休日の翌日に繰り下げ

る。） 

(2) １月１日から同月３日まで及び１２月２９日から同月３１日までの日 

２ 市長は、前項の規定にかかわらず、管理上必要があると認めるときは、臨

時に休業し、又は休業日に開業することができる。 

（利用時間） 

第６条 第４条各号に掲げる施設の利用時間は、午前９時から午後５時までと

する。ただし、市長が管理上必要と認めるときは、利用時間を変更すること

ができる。 

（利用の制限） 

第７条 市長は、農林公園を利用する者（以下「利用者」という。）が次の各

号のいずれかに該当するときは、農林公園への入園を拒み、又は退園を命じ

ることができる。 

(1) 農林公園の施設、作物又は植栽（以下「農林公園の施設等」という。）

を損傷し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。 

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、農林公園の管理上支障があると認められる

とき。 

（行為の禁止） 

第８条 利用者は、農林公園において、次に掲げる行為をしてはならない。 

(1) 指定された場所以外において、火気を使用すること。 

(2) 指定された場所以外において、車両等を乗り入れ、又は止め置くこと。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、農林公園の管理上支障があると認められる

行為 

（損害賠償） 

第９条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により農林公園の施設等を損傷



し、又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければな

らない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限り

でない。 

（利用の許可） 

第１０条 別表に定める施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなけ

ればならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。 

２ 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしてはなら

ない。 

(1) 管理上支障があると認められるとき。 

(2) 別表に定める施設の利用が農林公園の設置の目的に反するとき。 

３ 市長は、第１項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、

当該許可に係る利用について条件を付することができる。 

（利用権の譲渡等の禁止） 

第１１条 前条第１項の許可を受けた者（以下「許可利用者」という。）は、

その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。 

（利用の許可の取消し等） 

第１２条 市長は、許可利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該

許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取

り消すことができる。 

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。 

(2) 不正な手続によって利用の許可を受けたとき。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、管理上特に必要があると認められるとき。 

２ 市長は、許可利用者が前項各号のいずれかに該当することにより同項に規

定する処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の

責めを負わない。 

（使用料の納付） 

第１３条 許可利用者は、別表に定めるところにより、使用料を納付しなけれ

ばならない。 



（使用料の減免） 

第１４条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の使用料を減

額し、又は免除することができる。 

(1) 許可利用者が公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供

するため利用する場合で、市長が必要と認めるとき。 

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認めるとき。 

（使用料の還付） 

第１５条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当

するときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。 

(1) 管理上特に必要があるため、利用の許可を取り消したとき。 

(2) 許可利用者の責めに帰することができない理由により、別表に定める施

設を利用することができないとき。 

(3) 許可利用者が、使用料を納付した後、規則で定める日までに当該利用を

取り消したとき。 

（原状回復の義務） 

第１６条 許可利用者は、その利用を終えたときは、速やかに当該施設を原状

に回復しなければならない。第１２条第１項の規定により、利用の停止又は

許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。 

（指定管理者による管理） 

第１７条 市長は、農林公園の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２４４条の２第３項

の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの（以下「指定

管理者」という。）に農林公園の管理を行わせることができる。 

（指定管理者の指定の手続） 

第１８条 指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けよう

とするものの申請により行う。 

２ 市長は、次に掲げる基準を満たすもののうち最も適切な管理を行うことが

できると認められるものを指定管理者として指定するものとする。 



(1) 農林公園の平等な利用を確保することができること。 

(2) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に農林公園の運営を行うこ

とができること。 

(3) 農林公園の設置の目的を効果的に達成し、効率的な運営を行うことがで

きること。 

(4) 指定管理業務（次条に規定する指定管理者の業務をいう。以下同じ。）

を安定して行う経営基盤を有していること。 

(5) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報の適正な取扱いを確

保することができること。 

（指定管理者の業務） 

第１９条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。 

(1) 第３条各号に規定する事業に関する業務 

(2) 第４条各号に掲げる施設の休業日又は利用時間の変更に関する業務 

(3) 利用の許可に関する業務 

(4) 利用の許可の取消し等に関する業務 

(5) 利用料金（第２３条に規定する利用料金をいう。以下この条において同

じ。）の納付に関する業務 

(6) 利用料金の減免に関する業務 

(7) 利用料金の還付に関する業務 

(8) 原状回復に関する業務 

(9) 農林公園の運営及び維持管理に関する業務 

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務 

（管理の基準） 

第２０条 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなけれ

ばならない。 

(1) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に農林公園の運営を行うこ

と。 

(2) 農林公園の維持管理を適切に行うこと。 



(3) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこ

と。 

（指定の取消し等） 

第２１条 市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定

管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一

部の停止を命ずることができる。 

(1) 指定管理業務又はその経理に関する市長の指示に従わないとき。 

(2) 第１８条第２項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。 

(3) 前条各号に掲げる基準を遵守しないとき。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続すること

が適当でないと認められるとき。 

２ 市長は、指定管理者が前項の規定による処分を受け、これによって損失を

受けることがあっても、その補償の責めを負わない。 

（指定管理者による施設の現状変更等） 

第２２条 指定管理者は、農林公園の施設等の改修、増設その他市長が別に定

める現状変更を行おうとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければな

らない。 

２ 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第１項の規定に

より指定を取り消され、若しくは期間を定めて指定管理業務の全部若しくは

一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった農林公園の施設等

を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たとき

は、この限りでない。 

（利用料金収入の帰属及び利用料金の額の決定） 

第２３条 市長は、法第２４４条の２第８項の規定により、指定管理者に農林

公園の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）を当該指定管理者の収

入として収受させることができる。 

２ 前項の場合における利用料金は、別表に定める使用料の範囲内で指定管理

者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用



料金の額について市長の承認を受けなければならない。 

（委任） 

第２４条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和元年８月１日から施行する。 

（東松山市農林公園コミュニティセンター条例の廃止） 

２ 東松山市農林公園コミュニティセンター条例（平成１１年東松山市条例第

４号）は、廃止する。 

（準備行為） 

３ 第１７条の規定による指定に関し必要な行為は、この条例の施行の日前に

おいても、第１８条の規定の例により行うことができる。 

別表（第１０条、第１３条、第１５条、第２３条関係） 

種別 単位 使用料 

農産物加工体験施設 調理実習室 １時間につき ２００円

研修センター 多目的集会室 １時間につき ２４０円

会議室 １時間につき １６０円

備考 市内に住所を有する者（市内に在学し、又は在勤する者を含む。）以

外の者が使用する場合の使用料は、上記の使用料に１００分の１５０を乗

じて得た額（その額に１０円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て

た額）とする。 

 



○東松山市農林公園条例施行規則 

令和元年７月２４日 

規則第６号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、東松山市農林公園条例（令和元年東松山市条例第５号。

以下「条例」という。）の施行について必要な事項を定めるものとする。 

（利用手続） 

第２条 条例第１０条の規定により利用の許可を受けようとする者は、利用す

る日の属する月の初日前３月以内に東松山市農林公園利用申請書（様式第１

号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請を許可したときは、東松山市農林公園利用

許可書（様式第２号。以下「許可書」という。）を交付するものとする。 

３ 前項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、

速やかに東松山市農林公園利用変更申請書（様式第３号）を市長に提出しな

ければならない。 

４ 市長は、前項の規定による変更申請を許可したときは、東松山市農林公園

利用変更許可書（様式第４号。以下「変更許可書」という。）を交付するも

のとする。 

（使用料の減免） 

第３条 条例第１４条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、東

松山市農林公園使用料減免申請書（様式第５号）を市長に提出しなければな

らない。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、

適当と認めるときは、当該申請者に東松山市農林公園使用料減免決定通知書

（様式第６号）を交付するものとする。 

（使用料の還付） 

第４条 条例第１５条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、東松

山市農林公園使用料還付申請書（様式第７号）に許可書又は変更許可書を添
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えて市長に提出しなければならない。 

２ 使用料の還付の額は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める

ところによる。 

(1) 東松山市農林公園（以下「農林公園」という。）の管理上特に必要があ

るため、利用の許可を取り消したとき 既納の使用料の全額 

(2) 利用の許可を受けた者（以下「利用者」という。）の責めに帰すること

ができない理由により、利用することができないとき 既納の使用料の全

額 

(3) 利用者が、利用日の３０日前までに当該利用を取り消したとき 既納の

使用料の全額 

(4) 利用者が、利用日の１０日前までに当該利用を取り消したとき 既納の

使用料の半額 

３ 市長は、第１項の規定による申請があったときは、利用の許可を取り消し、

及び使用料の還付額を決定し、東松山市農林公園使用料還付決定通知書（様

式第８号）を交付するものとする。 

（遵守事項） 

第５条 利用者は、それぞれの利用許可書に定める遵守事項に従わなければな

らない。 

第６条 農林公園内において、営利を目的とした物品の販売及び宣伝その他こ

れに類する行為をしてはならない。ただし、あらかじめその行為について市

長の許可を受けた場合は、この限りでない。 

（設備の変更禁止） 

第７条 利用者は、農林公園内に特別の設備を設置し、又は変更を加えてはな

らない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときは、この限りでない。 

（指定管理者制度による読替え） 

第８条 条例第１７条の規定により農林公園の管理を指定管理者に行わせる場

合は、第２条から第４条まで、第６条及び前条の規定中「市長」とあるのは

「指定管理者」と、様式第１号から様式第８号までの規定中「東松山市長」



とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。 

（指定管理者の指定の申請） 

第９条 条例第１８条第１項の申請は、市長が指定する期限までに指定管理者

指定申請書（様式第９号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出すること

により行わなければならない。 

(1) 定款の写し及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類 

(2) 市長が指定する事業年度の事業報告書、収支計算書、損益計算書、貸借

対照表及び財産目録又はこれらに準ずる書類 

(3) 市長が指定する事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに準

ずる書類 

(4) 組織及び運営に関する事項を記載した書類 

(5) 条例第１９条に規定する指定管理業務の実施に関する計画を記載した

書類 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（指定等） 

第１０条 市長は、指定管理者を指定したときは、当該指定した法人又はその

他の団体（以下「指定団体」という。）に対し、公の施設の指定管理者指定

等通知書（様式第１０号）によりその旨を通知するとともに、次に掲げる事

項について、速やかに告示するものとする。 

(1) 指定をした日 

(2) 管理を行わせる公の施設の名称 

(3) 指定団体の名称及び事務所の所在地 

(4) 指定の期間 

２ 市長及び指定団体は、農林公園の管理に関する協定を締結しなければなら

ない。 

（指定の取消し等） 

第１１条 市長は、条例第２１条の規定により指定を取り消し、又は期間を定

めての管理業務の全部若しくは一部の停止（以下この条において「指定の取



消し等」という。）を命じた場合は、公の施設の指定管理者指定取消し等通

知書（様式第１１号）によりその旨を通知するとともに、次に掲げる事項に

ついて、速やかに告示するものとする。 

(1) 指定の取消し等を命じた日 

(2) 指定の取消し等を命じられた指定団体が管理を行っていた公の施設の

名称 

(3) 指定の取消し等を命じられた指定団体の名称及び事務所の所在地 

(4) 期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合は、その期

間と当該業務の範囲 

（利用料金の承認申請） 

第１２条 指定団体は、条例第２３条第２項の規定により利用料金の額につい

て市長の承認を受けようとするときは、利用料金承認申請書（様式第１２号）

を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定による申請を承認するときは、市長は、利用料金承認通知書（様

式第１３号）を指定団体に通知するものとする。 

（事業報告書） 

第１３条 指定団体は、毎年度終了後（年度の途中において指定期間が満了し、

又は、条例第２１条第１項の規定により指定を取り消された場合にあっては、

その満了となった日又はその取り消された日後）、農林公園の管理業務に関

し事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。 

（委任） 

第１４条 この規則に定めるもののほか、農林公園の管理に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和元年８月１日から施行する。 

（東松山市農林公園コミュニティセンター条例施行規則の廃止） 

２ 東松山市農林公園コミュニティセンター条例施行規則（平成１１年東松山



市規則第４号）は、廃止する。 

附 則（令和３年３月３１日規則第６６号） 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第２条関係） 

様式第２号（第２条関係） 

様式第３号（第２条関係） 

様式第４号（第２条関係） 

様式第５号（第３条関係） 

様式第６号（第３条関係） 

様式第７号（第４条関係） 

様式第８号（第４条関係） 

様式第９号（第９条関係） 

様式第１０号（第１０条関係） 

様式第１１号（第１１条関係） 

様式第１２号（第１２条関係） 

様式第１３号（第１２条関係） 
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１　令和6年8月～令和7年7月期の利用状況
R6.8月 R6.9月 R6.10月 R6.11月 R6.12月 R7.1月 R7.2月 R7.3月 R7.4月 R7.5月 R7.6月 R7.7月 計

カフェ・直売所利用者数 3,415 1,984 2,123 2,081 1,513 2,657 2,913 4,129 3,733 2,469 1,225 1,618 29,860
いちご摘み取り体験者数 0 0 0 0 380 2,313 3,253 3,466 2,621 2,233 0 0 14,266
野菜収穫体験者数 0 0 52 275 247 0 0 0 0 45 53 395 1,067
調理実習室利用者数 18 52 50 42 33 84 18 94 56 9 3 88 547
多目的集会室利用者数 392 87 217 402 206 166 114 144 165 221 98 286 2498
会議室利用者数 61 45 37 58 30 74 35 32 16 43 36 76 543

　計 3,886 2,168 2,479 2,858 2,409 5,294 6,333 7,865 6,591 5,020 1,415 2,463 48,781

R6.8月 R6.9月 R6.10月 R6.11月 R6.12月 R7.1月 R7.2月 R7.3月 R7.4月 R7.5月 R7.6月 R7.7月 計

調理実習室利用件数 3 13 10 6 3 4 2 9 10 4 2 13 79
　うち減免件数 2 12 10 6 1 3 2 7 8 4 2 11 68

多目的集会室利用件数 13 7 12 13 12 11 12 13 16 14 8 13 144
　うち減免件数 9 5 8 11 6 7 7 8 12 12 7 12 104

会議室利用件数 10 9 9 11 6 7 5 5 3 11 7 9 92
　うち減免件数 7 4 4 7 1 2 0 2 0 7 2 5 41

２　令和5年8月～令和6年7月期の利用状況
R5.8月 R5.9月 R5.10月 R5.11月 R5.12月 R6.1月 R6.2月 R6.3月 R6.4月 R6.5月 R6.6月 R6.7月 計

カフェ・直売所利用者数 2,640 1,596 1,810 1,539 1,465 2,130 2,483 3,082 3,889 3,147 1,818 1,621 27,220
いちご摘み取り体験者数 0 0 0 0 302 2,292 3,182 3,736 2,444 1,686 0 0 13,642
野菜収穫体験者数 0 0 73 27 59 0 0 0 0 45 53 212 469
調理実習室利用者数 48 0 52 40 39 37 22 68 34 18 11 54 423
多目的集会室利用者数 898 48 156 264 169 105 82 141 236 174 146 282 2701
会議室利用者数 85 28 51 73 62 42 32 44 37 44 888 56 1442

　計 3,671 1,672 2,142 1,943 2,096 4,606 5,801 7,071 6,640 5,114 2,916 2,225 45,897

R6.8月 R6.9月 R6.10月 R6.11月 R6.12月 R7.1月 R7.2月 R7.3月 R7.4月 R7.5月 R7.6月 R7.7月 計

調理実習室利用件数 7 0 4 9 4 3 4 7 3 1 6 11 59
　うち減免件数 6 0 4 8 1 2 2 4 2 0 6 10 45

多目的集会室利用件数 14 7 10 16 14 12 11 12 14 13 12 15 150
　うち減免件数 11 4 7 12 9 5 8 6 6 8 10 15 101

会議室利用件数 13 6 7 8 10 8 10 7 7 7 17 8 108
　うち減免件数 12 0 3 4 4 4 4 1 2 2 13 5 54

農林公園利用状況
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３　令和4年8月～令和5年7月期の利用状況
R4.8月 R4.9月 R4.10月 R4.11月 R4.12月 R5.1月 R5.2月 R5.3月 R5.4月 R5.5月 R5.6月 R5.7月 計

カフェ・直売所利用者数 2,465 1,540 1,757 1,384 917 1,593 2,096 3,424 2,977 2,304 1,059 1,303 22,819
いちご摘み取り体験者数 0 0 0 0 529 2,210 1,989 2,968 2,547 1,557 0 0 11,800
野菜収穫体験者数 0 0 65 11 26 0 0 0 0 69 0 48 219
調理実習室利用者数 34 36 30 10 6 0 12 12 2 1 1 16 160
多目的集会室利用者数 37 619 147 39 100 58 48 68 126 41 112 262 1657
会議室利用者数 10 31 25 23 34 43 29 23 24 24 780 37 1083

　計 2,546 2,226 2,024 1,467 1,612 3,904 4,174 6,495 5,676 3,996 1,952 1,666 37,738

R4.8月 R4.9月 R4.10月 R4.11月 R4.12月 R5.1月 R5.2月 R5.3月 R5.4月 R5.5月 R5.6月 R5.7月 計

調理実習室利用件数 5 7 6 2 1 0 1 2 2 1 1 3 31
　うち減免件数 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 1 2 9

多目的集会室利用件数 5 7 11 8 10 9 7 6 7 5 13 16 104
　うち減免件数 3 5 9 4 7 6 5 3 4 3 6 12 67

会議室利用件数 2 6 5 5 7 9 7 5 5 5 13 7 76
　うち減免件数 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 12 1 18

４　令和3年8月～令和4年7月期の利用状況
R3.8月 R3.9月 R3.10月 R3.11月 R3.12月 R4.1月 R4.2月 R4.3月 R4.4月 R4.5月 R4.6月 R4.7月 計

カフェ・直売所利用者数 2,311 1,349 1,477 1,809 1,031 1,521 1,850 2,615 3,173 2,552 1,296 1,228 22,212
いちご摘み取り体験者数 0 0 0 0 432 2,011 2,816 2,991 2,266 1,816 0 0 12,332
野菜収穫体験者数 0 0 81 20 22 0 0 0 0 36 40 39 238
調理実習室利用者数 0 0 0 9 0 0 0 0 22 0 0 13 44
多目的集会室利用者数 12 6 50 73 97 41 7 130 57 42 28 53 596
会議室利用者数 0 0 2 2 2 0 0 0 6 6 6 10 34

　計 2,323 1,355 1,610 1,913 1,584 3,573 4,673 5,736 5,524 4,452 1,370 1,343 35,456

R3.8月 R3.9月 R3.10月 R3.11月 R3.12月 R4.1月 R4.2月 R4.3月 R4.4月 R4.5月 R4.6月 R4.7月 計

調理実習室利用件数 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 4
　うち減免件数 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2

多目的集会室利用件数 1 1 5 5 9 4 2 8 8 5 6 5 59
　うち減免件数 0 1 0 4 5 2 0 0 3 3 3 2 23

会議室利用件数 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 2 8
　うち減免件数 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1


